
委任契約書（受給後あんしんサポートプラン） 

[お客様氏名]（以下「甲」という）と、さがみ社会保険労務士法人（以下「乙」という）

は、障害年金受領後の継続的支援サービス（以下「本サービス」という）に関し、以下の

通り契約を締結する。 

第 1 条（目的） 本契約は、甲の障害年金受給後の生活安定、および次回更新手続きに向

けた円滑な準備のため、乙が甲に対して継続的な伴走支援を行うことを目的とする。 

第 2 条（支援内容） 乙は甲に対し、以下のサービスを提供する。 

1. 初回ヒアリング：契約成立日から 2 ヶ月以内に、今後の希望や不安に関する聞き取

り（約 60 分）を実施。 

2. 定例モニタリング：年 1 回、生活・就労状況の変化に関する聞き取りを実施。 

3. 随時相談：指定時間内での電話・メール等による相談（1 回 30 分程度）に対応。 

4. 支援経過記録の作成：年 1 回、甲の生活状況等をまとめた記録を作成・提供。 

5. 更新書類整理：次回更新時、経過記録や前回書類写し等を取りまとめ、甲に提供。 

第 3 条（契約期間） 

1. 本契約期間は、契約成立日から次回障害年金更新（診断書提出期限）の属する月の

末日までとする。 

2. 永久認定者の場合は、契約成立日から 5 年後の誕生月の末日までとする。 

第 4 条（報酬および支払方法） 

1. 本サービスの報酬（消費税込）は以下の通りとする。 

□ 3 年更新：66,000 円 

□ 5 年更新：88,000 円 

□永久認定：88,000 円（5 年間分） 

2. 甲は乙の発行する請求書に基づき、指定期日までに乙の指定口座へ振り込む（振込

手数料は甲負担）。 

3. 本契約は前項の報酬の入金確認をもって成立し、乙は業務に着手するものとする。 

 

 

 



 

第 5 条（中途解約と返金規定） 

1. 甲は乙への通知により、本契約を将来に向かって解約できる。 

2. 前項の場合、乙は受領済みの報酬から、振込手数料を差し引いた以下の基準により

返金を行う。 

o 契約成立日から 6 ヶ月後の応当日まで：受領額の 80% 

o 契約成立日から 1 年後の応当日まで：受領額の 50% 

o 契約成立日から 1 年超経過後：返金なし 

3. 支給停止や等級変更となった場合も、更新に向けた支援という性質上、前項の規定

を除き返金は行わない。 

第 6 条（受任の制限・解除） 乙は、甲との信頼関係の維持が困難と判断した場合（暴

言、法令に反する要求等）、催告なく直ちに本契約を解除できる。 

第 7 条（個人情報の取り扱い） 乙は甲の個人情報を適正に管理し、本目的以外に使用し

ない。ただし支援に必要かつ甲の同意がある場合は、関係機関と情報を共有できるものと

する。 

第 8 条（免責事項） 乙は支給継続や等級維持を保証するものではない。決定は行政庁の

判断によるものであり、乙はその結果に関して一切の責任を負わない。 

 

 

 

本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有す

る。 

 

契約締結日：    年  月  日 

（甲）住所：     

氏名：              印 

 

（乙）住所：     

名称：さがみ社会保険労務士法人    代表：              印 


